


（以下「総合評価方式」という。）を用いる。 

（１０）週休２日工事  対象（現場閉所型） 

 

２ 入札参加資格 
次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１） 利府町から令和７年度及び令和８年度建設工事競争入札参加資格の承

認を受けている者であること。 
（２） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の電気工事業の

許可を有すること。 
（３） 電気工事に係る建設業法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値

（Ｐ）が７００点以上であること。（総合評定値は、直近の審査による。） 

（４） 政令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５） 宮城県建設工事入札参加資格登録業者等指名停止要領又は利府町建設

工事等入札参加登録業者指名停止要領（平成１９年３月３０日町長決

裁）に基づく指名停止を受けていないこと。 
（６） この工事に係る設計業務の受託者でないこと。また、この工事に係る

設計業務受託者と資本面及び人事面において関連がないこと。 
（７） 宮城県内に本社又は工事請負契約締結について本社から委任されてい

る支店若しくは営業所を有している者であること。 
（８） 利府町契約における暴力団等排除措置要綱（平成２０年利府町告示第６０

号）別表各号に規定する次のいずれにも該当しないこと。 
なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の

業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

ア 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及

び支配人並びに支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあって

は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合にあっ

てはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）であるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められる

とき。 

イ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者

の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団員若しくは

暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）の威力を利用する等していたと

認められるとき。 

ウ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等が経営又は運営に

関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し、又は便

宜を供与する等、積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると

認められるとき。 

エ 入札に参加しようする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

オ 入札に参加しようする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りな

がら、これと取引をしたり、又は不当に利用していると認められるとき。 

（９） 次のいずれにも該当する配置技術者を工事現場に専任で配置できるこ



と。 
ア 入札執行日の前日までに、建設業法の定めによるこの工事の業種の国 

家資格を有する主任技術者 

   イ 入札執行日の前日から起算して３月以上前から（ハローワークを通じ 
た新規雇用の場合は入札期日の前日において）当該入札参加業者と直接

的な雇用関係にある者 
（１０） 次に掲げる届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない 

者を除く。）でないこと。 
   ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の

義務 
   イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による

届出の義務 
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の

義務 
（１１） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく、再生手続開始 

の申立てがなされている者でないこと。 

（１２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく、更生手続開始 

の申立てがなされている者でないこと。 

（１３） 他の入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない 

    こと。 

 

３ 総合評価項目及び落札候補者決定基準 

総合評価方式における評価項目及び評価基準は、利府町建設工事総合評価落 

札方式（特別簡易型）落札候補者決定基準（以下「落札候補者決定基準」とい 

う。）に示すとおりとする。ただし、この入札に限り、落札候補者決定基準５ 

の同種工事の条件①から④までの評価点の対象となる工事については、「平成 

２７年１０月以降、元請として国又は地方公共団体から受注し、引渡しが完了

した、自家発電装置（ディーゼルエンジン２２ＫＶＡ）の据付工事の施工実績

を有している者」と読み替えるものとする。 

 
４ 入札手続等 

 （１） 担当係                                                       
区 分 担  当  係 電話番号 住      所 

入札・受付 
担 当 係 

利府町企画部 
財務課 管財契約係 

022- 
767-2116 

〒981-0112 
利府町利府字新並松４番地 

工事担当係 利府町都市開発部 
施設管理課 道路係 

022- 
767-2121 同   上 

（２） 入札参加申請書類の交付等 
     入札参加申請書類の交付の期間及び場所は、６の表に示すとおりと 

する。 
（３） 設計図書等の閲覧 

     この工事に係る仕様書、図面及び契約条項（以下「設計図書等」とい

う。）を閲覧に供する。 
ア 閲覧の期間及び場所は、６の表に示すとおりとする。 



イ 設計図書等に対する質問について 
（ア） 設計図書等について質問がある場合は、閲覧場所に備え付けてあ

る質問書に記入の上、６の表に示す期間に指定の場所に提出するこ

と。 
（イ） 質問書に対する回答書は、６の表に示す期間及び場所で閲覧に供

する。 
   ウ 設計図書等の複写について 
     閲覧期間中、設計図書等については１日を限度として無償で貸し出し、

複写することを認める。 
（４） 入札の日時、場所等 

     入札の日時及び場所は、６の表に示すとおりとする。 
 

５ 入札参加資格の確認等 

（１） 申請書類 

          入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の確認を

受けなければならない。 

ア 入札参加資格確認申請書 １部 

イ 建設業等の許可の写し  １部 

ウ 総合評定値の通知の写し １部 

エ 申請者の所在地及び名称を記載し、返信用切手を貼付した所定の返信 

用封筒１枚 

オ 町から連絡するときの窓口となる申請者の社員の名刺１枚 

カ 条件付一般競争入札別記様式１～３ 各１部 

キ 総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写し 各１部 

ケ 入札保証金納付書発行依頼書又は免除申請書 いずれか１部 

（２） 申請書類及び総合評価技術資料の作成に係る費用は入札参加者の負担

とし、提出された申請書類は返却しない。 

（３） 入札参加資格確認申請書類の提出・受付の期間及び場所は、６の表に

示すとおりとする。 

（４） 入札参加資格の有無については、６の表に示す期日に通知する。 

（５） 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は 

その理由について書面で問合せをすることができる。 

（６） （５）の問合せをする場合は、その旨を記載した書面を４の（１）の 

入札・受付担当部署に提出すること。 

 
６ 入札日程                                                           

手 続 等 期間・期日・日時 場  所 

入札参加申請 

書類の交 付 
令和７年１０月１４日（火）から 利府町ホームページ 

設計図書等の 

閲覧（複写） 
同  上 

利府町役場 都市開発部 
施設管理課 道路係 



質問書の受付 
令和７年１０月１４日（火）から 

同年１１月７日（金）まで 
同 上 

回答書の閲覧 
令和７年１１月１２日（水）から 

同年１１月２７日（木）まで 
同 上 

入 札 参 加 申 請 

書類の提出・受付 

令和７年１０月２０日（月）から 

同年１１月７日（金）まで 

利府町利府字新並松４番地 

利府町役場 企画部財務課 

管財契約係 

入札参加資格確認

通 知 書 発 送 
令和７年１１月１４日（金）  

入札執行日時 

(落札候補者決定) 

令和７年１１月２８日（金） 

午前１１時００分から 

利府町利府字新並松４番地 

利府町役場 

落 札 者 

決定通知発送 
令和７年１２月１２日（金） 

 

（注） 入札参加申請書類の交付及び入札参加申請書類の提出を受け付ける時 

間は、利府町の休日を定める条例第１条に規定する休日を除く日の午前９ 

時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

 
７ 入札方法等 

（１） 郵送、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

（２） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０ 

０分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が 

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする 
ので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の 
１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３） 入札執行回数は、２回とする。 
 
８ 入札保証金に関する事項 

利府町財務規則第７６条、第７７条、第７８条及び第７９条並びに利府町建 
設工事執行規則（平成１１年利府町規則第１５号）第８条、第９条及び第１０ 
条の規定による。 

 
９ 工事費内訳書の提出 

（１） 入札に際し、入札書に記載されている入札金額と同額となる工事費内 
訳書を提出すること。 

（２） 工事費内訳書の様式は任意とするが、必ず商号又は名称を明示の上、 
数量、単価及び金額を明らかにすること。 

 
１０ 入札の無効 
  本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者のした入札並びに建設工事に係る条件付一般競争入札要綱（平成１３



年１月１５日町長決裁）及び利府町競争入札等参加者心得（平成２９年３月３

１日町長決裁。以下「入札参加心得」という。）において示した条件に違反し

た者のした入札は、無効とする。 
    なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点

において２に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は、無効

とする。 
１１ 落札者の決定方法 

 （１） 入札価格が利府町建設工事執行規則（平成１１年利府町規則第１５号） 

第１１条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内にあるもので、

落札候補者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候

補者とする。ただし、本入札は「調査基準価格」を設定するため、落札

者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく

不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って入札した者のうち、次に総合評価点の高い者を落札候補者とするこ

とがある。 

 （２） 調査基準価格を下回った入札があった場合は、その入札を保留し、落

札候補者は後日決定する。その際、低入札価格を調査する基準となる利

府町低入札価格調査制度実施要綱（平成１２年５月１日施行）に基づい

た調査を実施するため、調査基準価格を下回った入札を行った者は、事

後の事情聴取に協力すること。 

（３） 失格基準価格を下回る入札を行った者は低入札価格調査を実施せず失

格とする。 

 （４） 総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは、入札価格が低い者を

落札候補者とし、入札価格が同じ場合は、くじ引きにより落札候補者を

決定する。 

（５） 落札候補者の入札参加資格の審査は、建設工事に係る条件付一般競争

入札要綱及び落札候補者決定基準により審査する。 

（６） 落札候補者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札 

   決定した旨を通知する。ただし、低入札価格調査後、落札者が決定した 

ときは、その結果を入札者に対して書面で通知する。 
 
１２ 契約保証金 

請負代金額の１００分の１０以上の額とする。ただし、利府町建設工事執 

行規則第２３条に該当する場合は、納付を免除する。 

 

１３ 契約の締結 

   落札者の決定後、この入札に係る請負契約締結までの間においては、当該

落札者が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負

契約を締結しないものとする。 

 

１４ 配置予定の技術者 

落札者は、５の（１）に掲げる条件付一般競争入札別記様式３（配置予定 

の技術者に関する調書）に記載した技術者を当該工事に配置しなければなら 



ない。  

なお、当該工事が完了するまで、原則として技術者の変更は認めないこと 

とする。 

 

１５ その他 

 （１） 入札参加者は、利府町競争入札等参加者心得を熟読し遵守すること。 

 （２） 関係図書等の閲覧 

     利府町競争入札等参加者心得、利府町建設工事執行規則については、

利府町役場企画部財務課又は利府町ホームページにおいて閲覧できる。 
 


